
対象期間（令和３年５月９日～同年７月３１日）の間に、以下の要件を満
たし、高齢者へのワクチン接種を行っていただいた「病院」を対象に、東京
都が「協力金」を支給します。

★対象医療機関
 集合契約方式による区市町村との委託契約を締結し、ワクチンの配分・
供給が受けられる医療機関であること

★協力金支給要件（その１:協力金単価について）
① 病院において、１日あたり３０回以上、５０回以上、もしくは６０回以
上のワクチンの接種回数を行った場合

注:協力金の支給対象は、120回以上で、協力金の支給上限は、
１医療機関あたり合計480回までです。

② 病院において、特別な接種体制を確保した場合（通常診療とは別に、接
種のための特別な人員体制を確保した場合）であって、１日に50回以上
の接種を週１日以上達成した週が、対象期間内に４週間以上ある場合

注:上記の①に加えて、この②の協力金が受けられます。

「病院」の皆様へ

新型コロナウイルスワクチンの個別接種にご協力お願いします!

ワクチンの個別接種を行う「病院」への
「協力金」について

1日当たり接種回数 協力金単価
３０～４９回 ８５，０００円/日
５０～５９回 １００，０００円/日
６０回以上 １７５，０００円/日

別紙２

職 種 協力金単価（１人１時間当たり）
医師 ７，５５０円

看護師等 ２，７６０円

都では、より多くの医療機関にワクチン接種に御協力いただけるよう、高齢者へ
のワクチン接種を行っていただいた医療機関に対して協力金を支給することといた
しました。
自施設におけるワクチンの個別接種について、ぜひ、多くの「病院」の皆様の御

協力をお願いいたします。



★協力金支給要件（その２:ワクチン接種関連事務について）
 区市町村の決定した方法に従い、ワクチンの配送・受取りを行うこと。ま
た受取ったワクチンを冷蔵庫等により適切に保管すること

 区市町村の決定した方法に従い、高齢者接種の予約受付や予約管理等を行
うこと

 VRS登録タブレット等によるワクチン接種の実績の登録、または区市町村
への報告を適切に行うこと

 ワクチン接種に伴う副反応等の発生に対し、自院における初期対応等、適
切な対応を行うこと

協力金の登録申請から受領までの流れ

診療所 東京都に申請書及び接種計画書を
提出し、登録申請

東京都 登録内容を確認し、
医療機関へ登録の通知

診療所
登録完了通知を受領
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東京都ホームページにて登録

東京都からメールで医療機関に、
実績報告書・請求書の様式を送付

協力金の申請（実績報告）

※ワクチンの接種は登録完了通知を
受領する前から開始して構いません

協力金交付対象期間:
5月9日（日）から７月31日（土）まで

メール・郵送で申請書等の必要書類*を提出
（提出期限:８月31日（火））

東京都 申請・実績報告の内容を審査・決定

協力金を支給

診療所 協力金を受領

【担当】東京都福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課

*個人情報が含まれる場合は、
漏洩等ないよう十分ご注意ください


